
 

第 54 期（第 10 回）高知地方最低賃金審議会 

 

日 時 令和６年８月 29 日 

場 所 高 知 労 働 局 

 

議  事  次  第 

1 開 会 

2 議 事 

(１)  高知県最低賃金専門部会の結果報告について（報告） 

(２)  高知県最低賃金審議会の意見に関する異議申出について 

(３)  高知県最低賃金専門部会の廃止について 

(４)  その他 

3 閉 会 

 

 

資   料                                 

1 第 54 期高知地方最低賃金審議会委員名簿  

2 高知県最低賃金専門部会報告書（写） 

3 高知県最低賃金の改正決定について（答申）（写） 

4 高知県最低賃金の改正決定に対する異議申立書（写）   

  

  

 

 



（令和５年４月１日任命）

氏 名 　 現 職

 高知工科大学経済・マネジメント学群教授

 高知県立大学文化学部教授

 弁護士

 弁護士

社会保険労務士

 日本労働組合総連合会高知県連合会事務局長

 凸版印刷労働組合エレ関東支部副支部長

 とさでん交通労働組合執行委員長

 

 高知福山通運労働組合執行委員長

 日本労働組合総連合会高知県連合会副事務局長

 高知県経営者協会専務理事(令和５年６月28日任命)

株式会社ミロクテクノウッド代表取締役社長

 グッドラックカンパニー株式会社代表取締役社長

和建設株式会社代表取締役社長

 宮地電機株式会社代表取締役社長

（五十音順）
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令和６年８月１３日 

 

高知地方最低賃金審議会 

会長 近藤 啓明  殿 

  

高知地方最低賃金審議会 

高知県最低賃金専門部会 

部会長 中橋 紅美 

 

 

高知県最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

当専門部会は、令和６年６月２７日、高知地方最低賃金審議会において付託さ

れた高知県最低賃金の改正決定について、別紙１のとおり、慎重に調査審議を重

ねた結果、別紙２のとおりの結論に達したので報告する。 

なお、中小企業等が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性については、公

労使共通の認識であり、公益委員としては、専門部会での各側委員の意見を踏ま

え、中小企業等への支援が適切に行われるよう、次の事項を政府及び中央最低賃

金審議会に強く要望する。 

（政府への要望事項） 

最低賃金の上昇が続くことにより、経営の先行きに不透明感や不安感を抱 

 く経営者に予測可能性を与え、不安を解消するためにも、日本が目指す最低賃 

 金の理想的水準や、「2030 年代半ばまでに全国加重平均を 1,500 円となること

を目指す」とした根拠を具体的に明示いただきたい。 

併せて、誰もが豊かさを実感できるよう、賃上げによる所得増加と企業の生  

 産性向上を図るため、以下の直接的かつ効果的な支援策の実施に取り組んで  

 いただきたい。 

１ 生産年齢人口が減少する中、企業の人材不足は経営上の不安要素として 

恒常化しつつある問題と考えられる。特に中小企業・小規模事業者が労働生

産性を向上させ継続的な賃上げを実現できるよう、各種施策（自動化・省力

化投資の支援、事業承継・人材確保への支援、各種補助金・助成金の支給等）

を具体的かつ確実に行っていただきたい。 

２ 下請取引の適正化に関し、中小企業庁による価格交渉・価格転嫁の実施状

況調査によれば、「価格交渉を希望したが、交渉が行われなかった」割合が

増加している。価格転嫁が困難な中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を

確保できるよう、特にエネルギー費や労務費のコスト上昇分の適切な転嫁に

向け、引き続き、労務費指針の徹底等による価格交渉の機運醸成や、実効あ

る解決策を実施いただきたい。 

３ 人材不足への対応が急務となっている中、短時間労働者がいわゆる「年収

の壁」を意識せず働くことができるよう、喫緊の取組として被扶養者に係る

年収の上限を撤廃する等といった社会保障制度の更なる改善を要望する。 

４ 業務改善助成金については、近年の累次の要件緩和や拡充によりその活 
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用が進んでいることは評価する。もっとも、まだその利用は一部の企業に限

られているのが現状である。設備投資や賃上げが容易でない中小企業・小規

模事業者に一層利用され、より活用が促進されるよう、「発効日前日までの

引き上げ」の撤廃や「生産性向上に資する設備投資等」の緩和等支給要件の

軽減を要望する。 

（中央最低賃金審議会への要望事項） 

令和６年度地域別最低賃金額改定の目安について、その金額に関し労働者側

及び使用者側の意見の一致が見られなかった。目安額審議にあたっては、地方

最低賃金審議会における円滑な審議に資するよう、金額の根拠や引上げに係る

将来見通し等を、公労使間で十分に検討の上、全会一致の結論を目指して審議

を尽くしていただきたい。 

 

また、別紙３のとおり平成２０年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成 

２０年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新 

データにより比較したところ、令和４年１０月９日発効の高知県最低賃金（時間

額８５３円）は、令和４年度の高知県の生活保護水準を下回っていなかったこと

を申し添える。 

なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 
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別紙１ 

高知県最低賃金専門部会審議経過 

 

 

 

令和６年８月１日（第１回） 運営規程、労使の基本主張 

 

令和６年８月２日（第２回） 改定審議 

 

令和６年８月６日（第３回） 改定審議 

  

令和６年８月８日（第４回） 改定審議 

 

令和６年８月９日（第５回） 改定審議 

 

令和６年８月１３日（第６回） 改定審議 結審 

 

 

（参考） 

令和６年６月２７日 諮問 

令和６年８月１日  目安の伝達 
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            別紙２ 

高 知 県 最 低 賃 金 

 

 

1 適用する地域 

高知県の区域 

 

 

2 適用する使用者 

前号の地域内で事業を営む使用者 

 

 

3 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者 

 

 

4 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間９５２円 

 

 

5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

 

6 効力発生の日 

法定どおり 
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別紙３ 

 

高知県最低賃金と生活保護との比較について 

 

 

1 最低賃金 

(1) 件   名 高知県最低賃金 

(2) 最低賃金額 時間額８５３円 

(3) 発 効 日 令和４年１０月９日 

 

2 生活保護水準 

(1) 比較対象者 

１８～１９歳・単身世帯者 

(2) 対象年度 

令和４年度 

(3) 生活保護水準（令和４年度） 

生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）の高知県内人口

加重平均に住宅扶助の実績値（高知県内生活保護受給世帯数加重平均）

を加えた金額（９２，０８３円） 

 

3 生活保護に係る施策との整合性について 

 令和４年１０月９日発効の高知県最低賃金の１箇月換算額（註）と上記２

の（３）に掲げる金額とを比較すると高知県最低賃金が下回っているとは認

められなかった。 

 

（註）１箇月換算額 

８５３円（高知県最低賃金）×１７３.８時間（１箇月平均法定労働時間） 

×０.８０７（可処分所得の総所得に対する比率※）＝１１９，６３９円 

 

 

※ 時間給８５３円で月１７３．８時間働いた場合の令和４年の税、社会保

険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率 
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1 
 

2024 年８月 27 日 
 
高知労働局長 菊池 宏二  殿 
 

高知県労働組合連合会    
執行委員長 筒井 敬二    

 
〒780-0850  

高知県高知市丸ノ内 2-1-10 
電話 088-872-3406 

 

2024 年高知県最低賃金の改正決定に対する異議申し立て 

 
 労働者の労働条件の向上と地域経済の健全な発展に向け、ご尽力いただいています高知地

方最低賃金審議会委員の皆様に心から敬意を表します。 
 さて、高知地方最低賃金審議会は、８月 13 日、今年度の高知地方最低賃金の改定について、

現行の 897 円を 55 円引き上げ、952 円とすることを答申しました。中央最低賃金審議会が目

安をすべてのランクで 50 円とし、格差の縮小が要請される中、C ランクの目安 50 円に対し

５円上乗せしたことは、格差縮減に向けた積極的な対応と受け止めます。また、答申文の「政

府への要望事項」において、直接的かつ効果的な支援策の実施として具体的に要望したこと

は、重要なポイントだと考えます。 
しかしながら、今回の答申額は、まだまだ低水準を脱却できておらず、また、昨今の物価高

騰に対して、労働者の生活を守る上で不十分だと言わざるを得ません。つきましては、今回の

答申について下記のとおり異議を申し立てます。なお、異議審議にあたっては、意見の陳述を

求めます。 
 

記 
 
１．陳述者 

高知県労働組合連合会・執行委員 清水 広志（こうち生協労働組合） 
 
２．異議申し立ての理由 

（１）水準が低すぎる 

今回答申した時間額 952 円では、憲法に明記される健康で文化的な最低限度の水準を

満たしていません。審議会は、政府への要望事項として「日本が目指す最低賃金の理想的

水準や、『2030 年代半ばまでに全国加重平均を 1,500 円となることを目指す』とした根

拠を具体的に明示いただきたい。」と要望しています。政府が示した 1,500 円は、私たち

県労連が 2022 年に実施した「最低生計費試算調査」で示した「年収 300 万円・時間額

1,500 円」と合致しています。すでに２年前に具体的なデータを示したにも関わらず、審

議会で議論や調査もせず政府に根拠を求めている時点で、審議が不十分であったと言わ

ざるを得ません。 
 

【10】



2 
 

（２）使用者が主張する支払い能力論に矛盾している 

答申では、政府への要望項目の１番目で「人材不足は経営上の不安要素として恒常化し

つつある問題」とし、継続的な賃上げを実現できるよう支援を求めています。そして、そ

の次に「価格転嫁」への支援が記載されています。これは従来、使用者側が主張してきた

「価格転嫁が出来ず、中小企業は支払いが厳しい」というものとは違ってきています。 
これまで使用者側は、支払い能力を盾に引上げを抑制しようとしてきたが、昨今の人材

確保難は、労働者の処遇改善を持続的に図らなければ人材流出は止まらず、人材不足も解

消し得ないことを自覚させ、使用者にとっては「大幅」と言える引き上げも受け入れるよ

う変化してきていると見ることができます。これは、見方を変えれば、「価格転嫁は十分

でなくても人材不足のためには賃上げする体力がある」ということを示しています。 
「支払い能力」という客観的な情報がない中では「生計費」「通常の賃金」の２要素で議

論が行われるべきですが、賃金構造基本統計調査によると、2022 年（令和４年）の都道

府県別賃金（男女計）で高知県より賃金が低い県が 10 県あります。しかし、そのうち半

数が高知県より高い答申を出しているという点からも、審議会での議論は不十分と言わ

ざるを得ません。 

【都道府県に賃金と高知との格差、答申額】 

 

（３）「原則公開」の規定が守られていない 

公平で公正な審議という点では、非公開が前提の審議には課題が残っています。生活に係

る最低賃金の議論が非公開を前提に進められていることも問題です。特定最賃を議論する小委

員会では、「企業に話を聞くため、プライバシーに関わる話も出るかもしれないが、事前に企業

には公開であることを伝え配慮してもらう」としました。しかし、専門部会の公開については「率直

な意見交換ができない可能性がある」として、金額審議の非公開を公益委員が提案しました。審

議会は「原則公開」であるにもかかわらず、公開のための努力もなしに非公開を公益委員が提

案すること自体が「原則非公開」の実態を示しており、「原則公開」の規約から逸脱した中での審

議であり、公開の場での審議のやり直しが必要と考えます。 
 

４．異議申し立ての理由に対する回答を求めます 

通常、異議申し立てに対し労使から「金額については不満があるが、十分議論して出し

た答え」という趣旨の意見が出されますが、意義申し立ての「３つの理由」は公益委員見

解や答申にも記載されていない部分だと考えます。却下するとしても、「３つの理由」に

対する審議会の回答をお願いします。 

以上 

都道府県 青森 岩手 秋田 山形 鳥取 島根 高知 佐賀 宮崎 鹿児島 沖縄 

賃金(万) 247.6 252.3 259.1 254.6 263.8 263.1 265.2 265.0 249.6 256.0 252.0 

格差(万) -17.6 -12.9 -6.1 -10.6 -1.4 -2.1 0 -0.2 -15.6 -9.2 -13.2 

答申 55 円  54 円 55 円 57 円 58 円 55 円 56 円 55 円 56 円 56 円 
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